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『余白に
　書かせて！』

　

米
国
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
テ
メ
キ
ュ
ラ

市
と
の
姉
妹
都
市
交
流
25
周
年
記
念
式

典
が
、
昨
年
の
12
月
2
日
に
現
地
で
開

催
さ
れ
、
訪
問
団
6
名
と
と
も
に
出
席

し
て
き
ま
し
た
。

　

２
０
２
０
年
1
月
か
ら
市
長
に
な
る

ジ
ェ
ー
ム
ス
・
ス
チ
ュ
ワ
ー
ト
市
長
代
理

を
は
じ
め
、市
議
会
や
市
職
員
、テ
メ
キ
ュ

ラ
姉
妹
都
市
委
員
会
や
市
民
の
皆
さ
ん

と
、
交
流
25
周
年
や
市
政
30
周
年
を
盛

大
に
祝
い
ま
し
た
。

　

旧
中
山
町
時
代
か
ら
続
い
て
き
た
こ

の
姉
妹
都
市
交
流
は
、
そ
の
交
流
を
通

じ
て
刺
激
を
受
け
た
中
学
生
が
、
今
で

は
英
語
に
関
係
す
る
仕
事
に
就
い
て
い
る

な
ど
、
本
町
の
子
ど
も
た
ち
の
成
長
に
も

よ
い
影
響
を
与
え
て
い
ま
す
。

　

大
人
同
士
で
長
年
に
わ
た
っ
て
交
流
を

続
け
て
い
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
し
、

大
山
町
に
お
け
る
異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
大
き
な
基
盤
に
な
っ
て
い
る
こ

と
を
今
回
改
め
て
感
じ
ま
し
た
。
そ
し

て
、
そ
の
基
盤
を
発
展
さ
せ
て
い
る
仕
組

み
で
最
も
大
切
な
の
は
「
ホ
ー
ム
ス
テ

イ
」
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

今
回
の
式
典
参
加
の
際
、私
自
身
も
ベ

ン
さ
ん
夫
妻
の
ご
家
庭
に
ホ
ー
ム
ス
テ
イ

を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
の
関
係
で
、3
日
間
と
い
う
短
期
滞
在

で
し
た
が
、毎
晩
2
～
3
時
間
ほ
ど
の
意

見
交
換
を
し
、お
互
い
の
町
や
家
族
、仕
事

な
ど
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で

き
た
の
も
、宿
泊
施
設
で
の
滞
在
で
は
な

く
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
だ
っ
た
か
ら
で
す
。

　

交
流
は
形
式
的
な
も
の
で
は
な
く
、
人

と
人
と
の
つ
な
が
り
で
続
い
て
い
く
も
の

で
あ
り
、
や
り
方
に
よ
っ
て
は
、
発
展
も

衰
退
も
あ
り
得
る
も
の
だ
と
考
え
さ
せ

ら
れ
た
訪
問
で
し
た
。
今
後
も
テ
メ
キ
ュ

ラ
市
と
の
交
流
を
、
一
人
で
も
多
く
の
町

民
に
関
わ
っ
て
も
ら
い
な
が
ら
、
末
永
く

発
展
さ
せ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
文
責
／
町
長　

竹
口
大
紀
）

ご注意ください、ニセ訴訟通知文！ご注意ください、ニセ訴訟通知文！

架空請求の通知は、通常ハガキや圧着ハガキ、封書でも来ます。架空請求の通知は、通常ハガキや圧着ハガキ、封書でも来ます。
電話をかけないで、無視しましょう！電話をかけないで、無視しましょう！

はい！ 消費生活相談窓口ですはい！ 消費生活相談窓口です
消費生活相談窓口では、消費者トラブルの相談や被害防止に加えて、より
よい暮らしのために情報をお伝えします。できることを考えてみましょう。

Q：�突然、「民事訴訟最終通達書」が普通郵便で届きました。封筒の表
には「重要」と書かれ、通知書には、「訴状が提出された、連絡し
ないと差し押さえをする」という内容が書いてあります。どうした
らいいのでしょうか。

Ａ：�以前から、商品名や金額など具体的な根拠の記載のない架空請求
の相談が寄せられています。最近は、通常ハガキだけではなく、
圧着ハガキや封書で送られています。本当の民事訴訟の通知は「特
別送達」という特別な郵便で手渡しされます。ニセの訴訟通知に
記載されている番号に電話をかけず無視をしましょう。

最終通達って？

＊お気軽に消費生活相談窓口をご利用ください。
　大山町役場住民課� � ☎ 0859-54-5210（平日）
　鳥取県消費生活センター� ☎ 0859-34-2648（平日・土日）

 
民民事事訴訴訟訟最最終終通通達達書書  

 
訴訴訟訟管管理理番番号号（（●●●●））●●●●●●   

 
本通達は貴殿に対し契約中、若しくは債権譲渡のあった企業、又は団体 

から契約不履行による訴状が提出されたことを当該債権者たる貴殿に通達し、 

本通達の後、訴訟取り下げ最終期日をもって貴殿を被告とした民事裁判が開始 

されることを通知するものです。 

本通達に対しこのままご連絡なき場合、原告側の主張が全面的に受理され、 

裁判所の認可を受けた執行官の立会いのもと、現預金や有価証券及び、動産や 

不動産の差し押さえが強制的に執行される場合があります。 

また本件は民事訴訟に関する通達である為、民事訴訟法の運用により個人情 

報の保護や守秘義務が発生致しますので、本件に関するご相談、取り下げ等の 

お問い合わせは必ず本人様からご連絡をお願い致します。 

 
訴訴訟訟取取りり下下げげ最最終終期期日日 令令和和●●年年●●月月●●日日  

  
訴訟通知センター お問い合わせ・相談窓口 

03-●●●●-●●●●受付時間（日、祝日は除く） 
平日 9:00～20:00/土曜日 11:00～17:00 

〒100-8977 東京都千代田区霞ヶ関１丁目●●●号 


